
入 札 公 告 

 

条件付き一般競争入札を行うので、次のとおり公告する。 

2019 年６月 12 日 

 

神奈川県道路公社  

理事長 安西保行 

 

１ 入札対象業務 

（１）委託件名  吉浜橋駐車場 運営管理委託  

（２）委託場所  吉浜橋駐車場 横浜市中区山下町地内 

（３）業務概要   ア 時間貸し駐車場の運営 

          イ カーシェアリングサービスの運営 

         ウ 登録会員への専用駐車枠予約システムの運営 

         エ 上記運営業務全てにおけるポイントサービスの実施 

         （別紙、仕様書参照） 

（４）履行期間  2019 年 10 月１日から 2020 年３月 31 日まで 

（当該契約に疑義がない場合は、契約期間は 2024 年９月 30 日まで自動更

新される。） 

 

２ 競争入札参加資格要件 

次の条件を全て満たす法人であること。なお、法人の支店、営業所又は事業所の参加を認

めない。ただし、法人の代表者から支店、営業所又は事業所の代表者に委任がある場合を除

く。 

① 次の各号の一に該当しないと認められる者 

ア 契約の履行に当たり不正の行為、又は神奈川県道路公社（以下「公社」という。）

の信用を失墜せしめた者 

イ 公正な競争入札の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得

るために連合した者 

ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

エ 監督又は検査の実施に当たり公社職員の履行を妨げた者 

オ 公社に提出した書類に虚偽の記載をした者 

カ その他公社に著しい損害を与えた者 

キ アからカの各号の一に該当する事案があった後１年を経過しない者 



② 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続き開始の申し立てがなさ

れている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申

し立てがなされている者でないこと。ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 

③ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は構成員（暴力団の構成団体の構成員を

含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制下に

ある者でないこと。 

④ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）

に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 

⑤ 公社の入札参加資格否認措置期間中の者でないこと。 

⑥ 公告日から落札決定までの期間に神奈川県の指名停止期間中の者でないこと。 

⑦ 法人税、法人事業税、法人都道府県民税並びに消費税及び地方消費税を滞納していな

いこと。 

⑧ 社会保険料の未納がないこと。 

⑨ 株式会社における機関の設置があること。（法人登記簿に取締役会及び監査役の設置

会社である登記を要する。） 

⑩ 神奈川県内に本店、支店、営業所又は事業所を有すること。 

⑪ （一財）日本情報経済社会推進協会の運営する、「プライバシーマーク®制度」のプ

ライバシーマーク付与事業者であること。（関連グループ企業も付与事業者であるこ

と。） 

⑫ 駐車台数100台以上の時間貸し駐車場（有人管理）管理業務の経験が、過去に通算し

て１年以上あること。 

⑬ 本公告1入札対象業務（３）業務概要「イ カーシェアリングサービスの運営」及び、

それに係る予約サービスの運営において、自社内での運営体制を有していること。（外

部委託は不可とする） 

⑭ 本公告1入札対象業務（３）業務概要「ウ 登録会員への専用駐車枠予約システムの運

営」の予約者に、駐車枠を提供できない場合、直ちに近隣地域に振替駐車が可能とな

る体制を確保すること。 

  ⑮ 道路運送法第80条、同法施行規則第52条に定める自家用自動車の有償貸渡しの許可を

得ていること。 

  ⑯ 本業務に対応する、24時間365日運営のコールセンターを有すること。当該センター

は、自社若しくはグループ企業とすること。 

  ⑰ 本業務に対応する、24時間365日対応可能なメンテナンススタッフを有すること。な

お、現地からの連絡後、30分以内に到着可能な体制が取れること。当該メンテナンスス

タッフは、自社若しくはグループ企業とすること。 

  ⑱ 公社が本業務を適切に行うことができる実施体制、経営状況であると認められる者で



あること。 

 

３ 競争入札参加資格の確認等 

（１）提出書類 

対象業務の入札参加を希望する者は､次の書類を持参により提出すること。 

ア 競争入札参加資格確認申請書（様式第１号。以下「申請書」という。） １部 

イ 競争入札参加資格確認資料（様式第２号。以下「資料」という。）   １部 

ウ 添付資料                             各１部 

① 過去１年間の決算書 

② 過去１年間の勘定科目内訳書 

③ 過去１年間の法人税申告書一式（写し） 

④ 法人登記簿 

⑤ 会社概要 

⑥ 納税証明書（法人税、消費税及び地方消費税） 

  納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明 

⑦ 納税証明書（法人事業税及び法人都道府県民税） 

  未納がないことの証明 

⑧ 社会保険料納入証明書 

  「対象期間」は、過去１年間の納入額及び未納がないことの証明 

（２）受付場所等 

 申請書等の受付日時及び場所 

日時：2019年６月24日（月）から2019年６月25日（火）（土曜日、日曜日は除く）９時

から１６時まで（１２時から１３時を除く） 

場所：神奈川県道路公社 本社 経営管理課（以下「入札担当部署」という） 

横浜市中区山下町１番地 シルクセンター４階４２３号室 

（３）競争入札参加資格の確認等 

① 申請書の提出のあった法人の競争参加資格の有無は、競争入札参加資格確認通知書

により、2019年６月27日（木）までに回答する。 

② 競争入札参加資格がないと認められた者は、その理由について説明を求めることが 

できる。ただし、説明を求める場合は、2019年７月１日（月）までに、神奈川県道路

公社本社に書面を持参しなければならない。 

③ 受付日時までに申請書及び資料を提出しない者又は競争入札参加資格がないと認

められた者は、本競争入札に参加できない。 

 

４ 仕様書等積算資料の質問と回答 

仕様書等積算資料に対する質問がある場合は、質問書（様式第３号）をＦＡＸにより行う



こと。なお、回答は質問を取りまとめの上、2019年６月20日（木）までに当公社ホームペー

ジ（入札情報）に掲載する。また、質問をしなかった場合でも、当公社ホームページ（入札

情報）を必ず確認をすること。 

質問受付期間：2019年６月12日（水）から2019年６月18日（火）（土曜日、日曜日は除く）

９時から16時まで（12時から13時を除く） 

質問の送付先：TEL（０４５）４７９－７７５５ 

FAX（０４５）２１２－５２１０ 

神奈川県道路公社 入札担当部署（担当 川口宛） 

※ 送信後は、上記担当者宛に着信の確認を行うこと。        

 

５ 競争入札執行の日時及び場所 

日 時：2019年７月12日（金）10時から 

会 場：横浜市中区山下町１番地 シルクセンター地下１階 神奈川県道路公社会議室 

 

６ 入札方法と落札者の決定 

（１）入札において、競争入札参加資格確認通知書を提示すること。（必ず原本。写しは認め

ず。） 

（２）入札に記載する価格は、別添仕様書「２固定賃料の納付」の月額とする。 

（３）公社が定める予定価格以上で、最高の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とし

て決定する。 

（４）入札書（様式第４号）は、本人又は委任状（様式第５号）の交付を受けた代理人が持参

するものとし、郵送又は電送による入札は認めない。 

（５）入札に際しては、地方自治法（昭和22年法律67号）、私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（昭和22年法律第54号）等関係法令を遵守すること。 

（６）入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格

とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積

もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

（７）提出した入札書の引き換え又は変更は認めない。 

（８）入札参加者が１名の場合においても、入札を実施する。 

（９）複数の者が最高の価格をもって入札を行った場合は、くじ引きを行い落札者を決定す 

る。同価入札した者はすべてくじを引かなければならず、くじを辞退することはできない。 

（10）入札の回数は、原則として１回とするが、開札の結果、予定価格以上の価格の入札がな

いときは、２回まで入札を行う。 

 

７ 入札保証金 



  免除する。 

 

８ 入札の無効 

（１）次のいずれかに該当する場合の入札は無効とする。 

① 入札について不正な行為があった場合 

② 入札書に記載した金額その他必要な事項を確認しがたい場合又は記名押印のない場

合 

③ 入札書を２通以上提出した場合 

④ 他の代理人を兼ね又は２人以上の代理をした場合 

⑤ 代理人が持参する場合において、代理人が署名又は記名捺印のある委任状を持参しな

い場合 

（２）この公告において示した競争入札参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者のした入札及びこの公告において示した入札に関する条件に違反した入

札は無効とする。 

（３）入札時点において、２に掲げる競争入札参加資格のない者のした入札は無効とする。 

 

９ 契約保証金 

  免除する。 

 

10 その他 

（１）提出された書類は返却しない。ただし、他の目的に使用することはない。 

（２）提出書類の作成等、本手続きに要する費用は、参加者の負担とする。 

（３）本入札の契約締結は、落札決定の日から起算し(初日不算入)７日以内に行うものとする。 

（４）本入札、契約及び業務履行にあたっては、入札公告、仕様書、契約書等積算資料及び質

問の回答の内容をすべて確認し、承知しているものとする。 

（５）本件担当部署は次のとおりであり、不明な点については照会すること。なお、担当部署

以外に本件入札（業務内容等を含む）に関するすべての事について照会しないこと。 

以上 

 

 

 

                            ［入札担当部署］ 

神奈川県道路公社 経営管理課  

担当 川口 

電話 （０４５）４７９－７７５５ 



様式第１号 

競争入札参加資格確認申請書 

2019 年  月  日 

 

神奈川県道路公社  

理事長 安西保行 様 

 

                   

                    住 所                 

                    商号又は名称                 

                    代 表 者 名                 

  

 

 

 2019 年６月 12 日付けで公告のあった「吉浜橋駐車場 運営管理委託」に係る競争入札

参加資格について、確認されたく、下記書類を添えて申請します。 

 なお、以下に掲げる者に該当しないこと並びに添付資料の内容は事実と相違ないこと及

び入札公告の競争入札参加資格要件を満たすことを誓約します。 

  

1 成年被後見人 

2 被保佐人 

3 破産者で復権を得ていない者 

記 

 

１ 競争入札参加資格確認資料（様式第２号） 

 

２ この申請書の記載責任者・連絡先  

（ふりがな） 

担 当 者 名 

 

所 属 部 課 
 

 

電 話 番 号 
 

 

ＦＡＸ 番 号 
 

 

 

 



 

 

様式第 2 号 

 
競争入札参加資格確認資料 

                 

                住所 

商号又は名称                    

 

１ 過去の同種業務の実績 

年度 

(平成) 
業務名 発注者 駐車場名 受託期間 

契約金額 

(千円) 
台数等 

記 載

例 

有料駐車場 

管理業務 

○○○県 

道路公社 

○○駐車

場 

○．○．○○ 

～○．○．○○ 

 

○○○ 

時間貸○台 

月極 ○台 

   

 

    

   

 

    

※ 契約１件ごとに契約書の写しを添付すること 

 

２ 営業年数（2019 年 5 月末現在） 

  創   業   現組織への変更     営業年数 

   年  月      年  月            年  

 

３ 神奈川県内の拠点（2019 年 5 月末現在） 

  区   分   住    所  業務配分の予定等 

（記載例）本店 横浜市○○区○○町○○  夜間機械警備要員の待機拠点 

（記載例）横須賀支店 横須賀市○○町○○ その他管理業務全般 

   

   

 

 

４ 添付資料 

① 過去1年間の決算書 

② 過去1年間の勘定科目内訳書 

③ 過去1年間の法人税申告書一式（写し） 

④ 法人登記簿   

⑤ 会社概要 

⑥ 納税証明書（法人税、消費税及び地方消費税） 

納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明 

⑦ 納税証明書（法人事業税及び法人都道府県民税）未納がないことの証明 

⑧ 社会保険料納入証明書 

「対象期間」は過去１年間の納入額及び未納がないことの証明 



様式第３号 

2019年   月   日 

 

質    問    書 

 

神奈川県道路公社  

理事長 安西 保行  様 

 

住      所 

商号又は名称 

代 表 者 名                  印 

 

 

吉浜橋駐車場 運営管理委託について、下記のとおり不明な箇所があるので質問します。 

 

記 

 

仕様書等の 

条項番号等 
質    問    内    容 

  

  

  

  

  

  

  

  

※質問数に応じて、適宜、行数等を調整すること。 

 

 



様式第４号 

 

入  札  書 

 

 ￥                         

（消費税及び地方消費税を除いた額）     

 

 

件 名 吉浜橋駐車場 運営管理委託 （月額固定賃料として）           

 

上記金額のとおり入札いたします。 

 

  

 

 

 

 

2019 年７月 12 日 

神奈川県道路公社 理事長  殿 

 

 

 

 

入 札 者 

（住 所） 

（商 号） 

（代表者職・氏名） 印 

（又は代理人氏名） 印 

 

 

 



様式第５号 

委  任  状 

 

私は、                         を代理人と定め 

次の事項を委任いたします。 

 

件 名 吉浜橋駐車場 運営管理委託 の入札に関すること。 

 

受任者印 

 

 

2019 年    月    日 

 

神奈川県道路公社 理事長 殿 

 

委任者 

（住 所） 

（商 号） 

（代表者職・氏名）       印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









仕 様 書 
 

委託件名  吉浜橋駐車場 運営管理委託     

委託場所  吉浜橋駐車場 横浜市中区山下町地内 

 

１ 業務内容 

（１）時間貸し駐車場の運営 

  公社から貸し与えられる範囲（別紙図面参照）を利用し、265台分程度の駐車場を運営する。そのうち、月

極め契約者46台程は、公社の管理とする。定期契約者90台程は運営者が引き継ぐものとする。車両の出入り

については、カーゲートを設置し、運営すること。また、その設置費用は、設置者の負担で行うこと。 

  入口等に時間貸し駐車場の存在を知らせる看板を設置すること。また、その設置費用は、設置者の負担で行

うこと。 

  必要な場合は、駐車枠の引き直しを行うこと。（現況優先とします） 

 

（２）カーシェアリングサービスの運営 

  専用の駐車枠を使用し、貸出車両を２台以上置き、登録している会員に対し当該車両を貸し出すサービスを

運営する。設置する車両については、公社の意見を極力取り入れること。サービス実施を知らせる看板を設置

すること。また、その設置費用は、設置者の負担で行うこと。 

  事故防止のため、カーシェアリングサービスが予約者に提供できない状態になった場合は、周辺（当該地よ

り徒歩10分以内、800ｍの範囲内）に振替可能なステーションが複数箇所確保できること。 

 

（３）登録会員への専用駐車枠予約システムの運営 

  登録会員へ専用駐車枠を利用させるサービス。サービス提供には、予約システムが確立できていること。専

用ＷＥＢサイトを有し、クレジット決済を行うこと。サービス実施を知らせる看板を設置すること。また、そ

の設置費用は、設置者の負担で行うこと。 

 

（４）上記運営業務全てにおけるポイントサービスの実施 

  駐車場利用者へのサービス向上のため（１）～（３）の全ての業務について、利用者が共通して使用できる

ポイントサービスを実施すること。例えばポイントで駐車場利用券と交換ができるなど。 

 

２ 固定賃料の納付 

 上記業務（１）（２）を運営し、その収益から固定収益金として対価を毎月公社指定口座への振込により納付す

ること。 

 

３ 登録会員への専用駐車枠予約システムの運営対価 

上記（３）の登録会員へ専用駐車枠を利用させるサービスについては、利用状況に応じて、月単位で取りまと



めて公社に振込により納付する。 

ただし、本サービスを利用された金額に対して、６割相当の金額を公社に振込により納付する。（今回の入札

額には含まれない。） 

 

４ 人件費の負担 

 月極部分の運営は公社で行うため、公社で人員を１名配置します。この人員が配置される日には、朝夕の場内

見回りを行い（時間貸し部分を含む駐車場全体）、損傷個所等を発見した場合は関係各所に報告等を行います。   

また、時間貸し部分が満車の際に、月極利用者が入庫する際の誘導等についてもこの人員が行います。 

この人員については、公社で別途契約を行いますが、その人件費負担額（負担相当分）として150,000円/月（税

込）を負担すること。なお、これについては毎月末に公社から契約者に請求します。 

 

５ 業務の負担区分 

項  目 内          容 公   社 提携業務実施業者  備    考 

設  備 電源設備（既存）    ●   

 照明設備（既存）    ●   

 ライン工事（新規設置の場合）      ●  

 車止め（新規設置の場合）      ●  

 防火・給排水設備    ●   

 その他工事費用 協議による  

管理機器 ゲート機器等 入口１か所 出口２か所      ●  

 クレジット対応機器      ●  

サイン計画 料金看板      ●  

 デジタル式満車灯      ●  

 出入口サイン      ●  

 場内誘導看板（新規設置の場合）      ●  

消 耗 品 ロールペーパー・駐車券      ●  

 領収書用紙      ●  

 看板管球（新規設置の場合）      ●  

保守点検 無人管理機器      ●  

 防火・給排水設備    ●   

修 理 代 駐車場管理機器      ●  

 給排水・防火設備    ●       

 看板（新規設置の場合）      ●  

運  営 電気代      ●  

 24時間緊急対応（時間貸し部分）      ●  

 精算機の集金      ●  

 クレーム処理（時間貸し部分）      ●  



 不正車両の処理（時間貸し部分）      ●  

 月極部分     ●       

 プロモーション費用      ●  

 



 

駐車場運営管理委託契約書（案）  

 
第１条（契約条件）  

本契約の当事者は以下の条件で駐車場運営管理委託契約書（以下「本契約」という）を締結した。  

 

（１）契約の当事者  

委託者 ：  神奈川県道路公社  （以下「契約者」という）  

受託者 ：   （以下「受託者」という）  

 

（２）対象駐車場（以下「本物件」という）  

① 所在  神奈川県横浜市中区山下町 272 番 2 外  

② 台数  219 台  

③ 名称  吉浜橋駐車場（24 時間営業時間貸駐車場部分）  

 

（３）委託契約期間  

 

（４）固定収益金  

① 固定収益金  

   月額金          円（消費税等込）  

   なお、1 ヶ月未満の期間の場合は日割計算とする。  

② 送金先口座  

      金融機関名             本支店名            

      科目                口座番号            

      口座名義              フリガナ                      

 

③ 固定収益金発生日  

  ２０１９年 10 月１日  

 

第２条（運営委託の目的及び運営方法）  

１．契約者は、本物件における契約者の施設利用者用駐車場及び２４時間営業時間貸駐車場の運営、カーシェアリング事業の

運営を受託者に委託し、受託者はこれを受託する。  

２．前項の受託業務及び事業を遂行するため、受託者は、駐車場管理システムの設定、その他必要な機器設備及び看板等の設

置を行い、これにかかる費用は受託者の負担とする。  

３．契約者と受託者は別紙１仕様書に記載の業務内容について全て受託者が行なうことを確認した。  

 

第３条（売上金の帰属及び委託料）  

１．本物件の運営による売上は受託者に帰属するものとし、受託者は駐車料金を回収した上で、第１条第４号①所定の契約者

の固定収益金を差し引いた後の残額を前条第１項の業務に係る委託料として受領する。  

２．受託者は、売上金額にかかわらず、本物件の運営による第１条第４号①所定の固定収益金を毎月末日（ただし末日が銀行

休業日の場合には翌銀行営業日）までに契約者が指定する同号②所定の預金口座に送金して支払う。なお、振込手数料は      

の負担とする。  

３．受託者は契約者に対し人件費負担額として月額金     円（消費税等込）を、当該月末日までに第１条第４号②所定

の口座に送金して契約者に支払う。なお、１ヶ月未満の期間の場合は、日割り計算とし、日額に少数点以下が生じる場合

は切り上げとして計算する。また、送金手数料は受託者の負担とする。  

 

第４条（委託契約期間前における工事の実施）  

契約者は、受託者に対し、第１条第３号①所定の委託契約期間が開始する前に、本物件において、受託業務を遂行するために

必要な設備の設置工事を行うことを認める。  

 

第５条（費用の負担）  

本件駐車場に関する公租公課は契約者の負担とし、電気料金その他駐車場経営に関する費用は受託者の負担とする。  

 

第６条（修繕費の負担区分）  

１．受託者は、本物件に設置されている機器等の正常な機能を維持するために、定期的に点検、調整等の整備を行う。  

２．受託者設備の経年及び通年使用による自然消耗及び機能劣化に起因する修繕及び取替費用並びに受託者の故意又は過失に

より汚損又は破損した場合の修繕及び取替費用は、受託者の負担とする。  

３．本物件及び契約者設備の経年及び通年使用による自然消耗及び機能劣化に起因する修繕及び取替費用並びに契約者の故意

又は過失により汚損又は破損した場合の修繕及び取替費用は、契約者の負担とする。  

① 委託契約期間  

２０１９年 10 月１日から２０２０年３月 31 日までとする。  

② 違約金発生期間  

   ２０１９年 10 月１日から２０２４年９月 30 日までとする。  



 

４．天災地変等不可抗力によって必要とされる修繕及び取替は、契約者受託者それぞれの負担区分により行うものとする。  

５．本物件の利用者により契約者設備が汚損又は破損した場合、契約者が本物件及び契約者設備に付保した保険にてその修繕

及び取替を行う。また、当該利用者への賠償請求については、契約者がこれを行うものとする。  

６．本物件の利用者により受託者設備が汚損又は破損した場合、受託者が受託者設備に付保した保険にてその修理及び取替を

行う。また、当該利用者への賠償請求については、受託者がこれを行うものとする。  

７．契約者及び受託者は、本物件、契約者設備及び受託者設備に修繕の必要が生じた場合、事前に相手方に通知し承諾を得る

とともに、工事期間等について協議するものとする。  

 

第７条（苦情等）  

本物件における駐車場経営を通じて事故、器物の損傷、その他のトラブルが発生した場合には、それに伴う損害賠償請求又は

苦情等について、受託者の責任において対応し解決するものとする。但し、トラブルが発生した責任の所在が不明なときは契

約者と受託者で協議により対応することとする。  

 

第８条（権利義務の譲渡禁止）  

契約者及び受託者は、本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。  

 

第９条（本契約の有効期間）  

１．本契約は、第１条第３号①所定の委託契約期間が満了することによって終了する。ただし、期間満了の３ヶ月前までに契

約者及び受託者のいずれも本契約を更新しない旨の書面による意思表示をしないときは、本契約は同一条件をもって１年

間更新されるものとし、以後も同様とする。  

２．契約者及び受託者は、前項ただし書による契約の更新拒絶とは別に、本契約期間中であっても、相手方に書面にて通知す

ることにより、通知書面に記載した中途解約日をもって本契約を中途解約することができる。ただし、中途解約の通知を

した者は、相手方に対し、下記のとおり通知日から中途解約日までの期間に応じた違約金を支払う。  

 

通知日より中途解約日までの期間  違約金  

３ヶ月間以上  なし  

１ヶ月間以上３ヶ月間未満  固定収益金の１ヵ月間分  

１ヶ月間未満  固定収益金の２ヵ月間分  

 

３．契約者又は受託者が本契約を中途解約し、その中途解約日が第１条第３号②所定の違約金発生期間内であったときは、相

手方に対し、前項所定の違約金に加えて、契約者受託者間で協議し、決定した額を違約金として支払わなければならない。  

 

第１０条（契約の解除）  

１．契約者又は受託者は、相手方に本契約に違反する行為があったとき、又は相互の信頼関係を著しく損なう事実があったと

きは、相手方に対して期間を定めて本契約上の義務の履行又は信頼関係が損なわれている状態の改善を催告し、期間経過

後なお改善のない場合には本契約を解除することができるものとする。  

 

第１１条（不可抗力）  

１．天災地変、都市再開発、道路規制の変更、法令の制定若しくは改廃その他の不可抗力又は周辺環境の著しい変化により、

本物件における駐車場の経営が不可能若しくは困難になったと受託者が判断した場合には、受託者は、駐車場の経営が可

能になるまでの期間分の固定収益金の支払いを要しない。  

２．前項の場合、契約者及び受託者は本契約を解除することができる。この場合には契約者及び受託者は相互に損害賠償義務

を負わない。  

 

第１２条（契約終了時の措置）  

１．本契約が終了したときは、受託者は、契約終了日から１０日以内に、本物件上に受託者が設置した設備機器及び付属物を

撤去する。  

２．前項の期間が経過するも受託者が前項の撤去をしないときは、契約者は受託者が本物件上に設置した設備機器、付属物を

撤去、処分し、撤去に要した費用を受託者に請求することができる。  

 

第１３条（期間開始前の解除）  

本契約締結後、第１条第３号①所定の委託契約期間開始前に契約者が本契約を解除し又は解約を申し入れた結果、本契約が終

了した場合、契約者は、前条第１項による設備機器及び付属物の撤去費用を負担するものとする。また、受託者が解除する場

合、受託者は自己が費用負担し設置した設備機器及び付属物を撤去し、速やかに本物件を明け渡すものとする。  

 

第１４条（守秘義務）  

契約者及び受託者は、本契約の交渉、締結、履行に際して知り得た相手方の秘密情報及び保有個人情報を、相手方の承諾なく

第三者に開示若しくは漏洩せず、また、本契約を履行する目的及び受託者が取り扱う商品、サービスその他の情報等の案内目

的以外に使用しないものとする。  

 

第１５条（反社会的勢力等の排除）  

１．契約者及び受託者は、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者（これらの者が法人の場合、その代表者若しくは実

質的に経営権を有する者）が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから５年を経過しない者、暴力団準構成員、

暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下、総称し

て「反社会的勢力等」という）であることが判明した場合、何らの催告をすることなく本契約を解除することができる。 

２．契約者及び受託者は、相手方が本契約に関連して締結する契約の当事者又はその代理若しくは媒介をする者が反社会的勢

力等であることが判明した場合、相手方に対して当該関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう請求することがで

き、相手方が正当な理由なくこれを拒否したときは、本契約を解除することができる。  

 

 



 

 

第１６条（管轄裁判所）  

本契約に関する紛争については、本物件を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。  

 

第１７条（疑義の決定）  

本契約に定めなき事項及び本契約の解釈に疑義が生じた場合は、契約者と受託者で協議の上決定するものとする。 

 

 

本契約締結を証するため本書２通を作成し、契約者と受託者が署（記）名押印の上、各１通を保有する。   

 

 

 

 

２０１９年  月  日  

 

（契約者）                                   （受託者）            

 

 










































































